
平成 30年第８回 湯沢市教育委員会会議録 

 

 

日 時：平成 30年 12月７日（金）午後３時 

 

 

場 所：湯沢市役所 ３階 35会議室 

 

 

１．出席者    教育長  和田 隆彦 

         教育委員 後藤 美喜子 

         教育委員 芳賀 誠 

         教育委員 佐藤 和広 

         教育委員 阿部 和榮  

 

１．欠席者 

 

   なし 

 

１．出席職員   教育部長  

         教育総務課長 

         学校教育課長 

         生涯学習課長  

         教育総務課総務班長 

 

 

１．会議に提出された議案 

 

     議案第15号   損害賠償の額の決定及び和解の申し出について 
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【午後３時08分 開 会】 

 

【会議録署名委員の指名】 

 教育長が今回会議録の署名委員として委員２名を指名した。  

 

【議 事】 

 議案第15号 損害賠償の額の決定及び和解の申し出について 

 教育長     事務局から説明をお願いする。 

 生涯学習課長  （資料に基づき説明) 

 教育総務課長  （資料に基づき説明) 

 委員      事故の原因が赤信号無視ということで、非常に重大な事故であった。

今後はこのような事故が起きないように、十分に注意喚起が必要である。 

 教育長     平成30年５月25日付け教育長名で、各所属長と校務員に対し、事故防

止に万全を期すよう、通知を出している。7月５・６・９日にも、教育長・

教育部長・教育総務課長の３人で指導のため、所管施設を回った。６月

28日付けで市の総務部長からも、職員全員に対し注意喚起の通知が出て

いる。 

 

 ※議案第 15号については、全員賛成により議決された。 

 

【報告】 

湯沢市立小・中学校 業務改善計画(案)について 

 教育長     事務局から説明をお願いする。 

 学校教育課長  （資料に基づき説明) 

 委員      早急に取り組まなくてはならないこと。特に、主任や部活を持ってい 

        る教員に、管理職又は教育委員会がどう対応できるか。部活に関しては、 

国・県の枠組みが大事になってくる。教員以外の人がもっと関われるよ 

うになればいいと思う。  

 委員      毎月のように行事があり、土日に出勤しても代休を取れないような状 

況である。先生方の健康が、良い学校の運営に繫がっていくと思う。休 

めるような体制づくりを考えてもらいたい。 

 

 

 

【午後３時32分閉会】 
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平成30年第８回湯沢市教育委員会 

（資料） 

 

 

議案第15号 損害賠償の額の決定及び和解の申し出について 

      ・損害賠償の額の決定及び和解の申し出について（案件） 

      ・損害賠償の額の決定及び和解について         

・職員の処分について                 

 

 

報 告   湯沢市立小・中学校 業務改善計画（案）について 

      ・湯沢市立小・中学校 業務改善計画（案）    

 



 

議案第１５号 

 

 

 

   損害賠償の額の決定及び和解の申し出について 

 

 

 

 次のとおり公用車の事故に係る損害賠償額を決定し、和解することについて、地

方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づく議

会の議決を求めるための申し出をする。 

 

 

 

 

平成３０年１２月７日提出 

 

湯沢市教育委員会教育長  和 田 隆 彦 

 

 

記 

 

１ 相 手 方   

 

 

２ 事故の概要  平成30年５月25日（金）午後２時15分頃、岩崎字上宿地内にて、

市職員が職務上公用車を運転中、赤信号を無視して交差点に侵

入し、相手方車両に衝突し損害を与えたもの。 

 

３ 損害賠償額  7,408,192円 

         （内訳：車両修理費 5,337,220円、レッカー代 270,972円、 

          休車損害補償 1,800,000円） 

 

提案理由 

 損害賠償の額を決定し、和解することは、議決要件に該当するためです。 

 



＜議案第15号資料＞ 

 

損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 

１ 事故発生年月日    平成30年５月25日（金）午後２時15分 

 

２ 事 故 の 概 要    岩崎字上宿地内において、市職員が職務上公用車を運

転中、交差点に赤信号を無視して進入し、相手方車両

に衝突し損害を与えたもの。 

 

３ 損害賠償の 額   7,408,192円 

              内訳：車両修理費 5,337,220円 

                 レッカー代  270,972円 

                 休車損害補償費 1,800,000円 

           （5,000,000円は、全国市有物件災害共済会の加入保険

で負担。不足分の2,408,192円については、市の負担

となるため、市議会12月定例会に追加提案として補正

予算を計上する） 

 

４ 負 担 割 合    市100％、相手方０％ 

 

５ 損害賠償の相手方    

 

 

６ 市公用車修理費等   70,000円（レッカー代） 

            （当該車両は全損により修理不能であったため、廃車

処分した。処分費用はなし） 
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職員の処分について 

 

１ 処分理由 

交通違反を犯したうえ、交通事故を起こしたことは、率先して交通事故防

止に努めるべき市職員に対する信用を著しく失墜させることとなった。その

責任は極めて重く、再発防止のための注意を促す。 

 

 

２ 処分内容 

  事故当事者及び管理監督者２名を処分した。 

 

 

３ 処分年月日 平成30年12月５日    
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＜報告資料＞
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